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長野市屋外広告物条例の目的長野市屋外広告物条例の目的

　屋外広告物法の規定に基づき屋外広告物及び屋外広告業に関する必要な基準を長野市屋外広

告物条例で定め、市内の良好な景観形成、風致の維持又は、公衆に対する危害を防止すること

を目的としています。

屋外広告物とは屋外広告物とは
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　常時または一定の期間、建物や道路沿いなどの屋外で、公衆に向けて表示・設置されるもの

をいい、屋上広告物や壁面広告物、地上設置広告物（野立て看板）、はり紙、アドバルーンな

どはすべて、屋外広告物に含まれます。

１．屋外広告物の定義と設置基準

２．屋外広告物表示禁止物件

３．禁止屋外広告物

４．許可申請の適用除外

５．規制地域と屋外広告物の基準

６．屋外広告物特別規制地区

７．展望規制

８．許可申請
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 ９．屋外広告物の管理者

10．屋外広告業の登録・届出

11．屋外広告物の申請者・管理者の変更

12．滅失届

13．郵送による手続き

14．規制地域ごとの基準

15．屋外広告物条例のよくある質問・注意事項
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